
令和８年度 東京都立農芸高等学校（定時制課程）学校経営計画 

１ 教育目標と目指す学校像＜スクールミッション＞ 

「国家社会の形成者として必要な一般的教養及び農業に関する専門的技術と科学的態度を身に付け、あわせて明るい社

会づくりに貢献しようとする人材の育成を図る」を教育目標とし、植物の栽培・食品の加工など特色ある教育をとおし

て、農業に関する専門的知識・技術、自然を愛する心と好奇心、科学的な思考力、友情を育む心と協調の精神を備えた生

徒を育成します。 

目
指
す
学
校
像
（
３
つ
の
方
針
） 

(１)グラデュエーション・ポリシー（育成を目指す資質・能力に関する方針） 

「学ぶ楽しさ、知識・技術の習得の意義、働く意義を見付け、社会の中に居場所を作り自立して生活できる社会

人」、「自己の価値や命の大切さを知り、自他の人権を尊重しようとする社会人」の育成を目指し、次の３つの力

を育てます。 

(ア) 一般的教養及び農業に関する専門的知識・技術を自律的に学習できる力。 

(イ) 目標に向かって物事に主体的に取り組み努力する力、科学的な思考力。 

(ウ) 思いやりの気持ちをもち、適切にコミュニケーションを図る力。 

(２)カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成及び実施に関する方針） 

(ア) 

少人数・習熟度別授業、外部人材の活用、オンライン学習などにより、生徒一人一人に対応したきめ細や

かな指導を実施します。また、キャリア教育の視点に立ち、身に付けさせたい力を意識した教育活動を実

践します。 

(イ) 課題解決型学習により生徒が自ら問題を見つけ、さらにその問題を自ら解決する能力を育成します。 

(ウ) 
本校が綱領に掲げる「誠実、勤勉、自主、協調」の精神と健康を育む農業教育、学校行事、地域連携活動

を実践します。 

(エ) 
学修の成果は、知識・技能（技術）、思考力・判断力・表現力、主体的に学習に取り組む態度の三観点

で、到達目標への到達度で評価します。 

(３)アドミッション・ポリシー（入学者の受け入れに関する方針） 

(ア) 花や野菜の栽培、食品の製造などを実際的に学ぶことに興味のある生徒。 

(イ) 植物、自然環境、食品に興味・関心をもち、学習への意欲のある生徒。 

(ウ) 
他者に対する思いやりがあり、周囲の人々とより良い関係を築こうとする生徒農業の学習に興味・関心を

もち、進んで学習できる生徒。 

２ 中期的目標と方策 

全教育活動を通して、生徒が将来社会で活躍するために必要な学力及び社会人基礎力を育成する 

中期

目標 

(1) 生徒一人一人が希望する進路の実現。 

(2) 第一志望に合格できる学力の養成（学力向上・資格取得）。 

(3) 社会で活躍する志の育成と規範意識・自主性・自立性の涵養。 

(4) 人と関わる力や豊かな心、たくましい体の養成。 

(5) 組織的な学校運営。 

方 

策 

(1) ４年間のキャリア教育計画に基づいた進路指導の充実。進路カレンダーの活用。 

(2) キャリア教育を組織的に推進し、希望の進路を実現するために必要な能力を育成。 

(3) 第一志望合格を実現できる学力の定着と向上（補習、作文指導）。 

(4) 予習・復習を奨励し、宿題や課題等での自宅学習時間の確保。 

(5) 自学自習を支援するための相談スペース、自習室の準備。 

(6) デジタル技術を活用した、効果的な学習指導により楽しい授業、分かる授業を展開。 

(7) 学習内容に準拠した資格検定の指導を通じ、産業人に必要な知識・技術の習得。 

(8) 学校農業クラブ活動として、プロジェクト学習、競技会、FFJ検定等への取組。 

(9) 
農業生産工程管理（GAP）や HACCP等の教育を推進する中で、農業における国際基準となる安全安心の理解

を深めオリ・パラ教育のレガシーとなる指導の継続。 

(10) 規範意識、礼節、道徳を育てる教育の実践。 

(11) 学校行事、部活動、地域連携活動の活性化。 

(12) 学級通信、学年通信、学科通信、各分掌通信発行の充実。 

(13) 人権を尊重する教育の推進。 

(14) 豊かな心、たくましい体、レジリエンス（回復力・耐久力）を育む教育活動の実現。 

(15) 環境教育も視野に入れた美化活動の徹底と潤いのある生活環境の整備。 

(16) 組織的な募集対策の充実。 

(17) ＨＰ・Ｘ、インスタグラム等による開かれた学校づくりの推進。 

(18) 通級制度の校内運営と支援体制の構築。 

(19) 企画調整会議の充実、学校経営計画に沿った組織的な取組の推進。 

(20) 各委員会・部活動を基盤とした、人と関わる力と健やかな心身の育成。 

３ 今年度の取組目標と方策 

（１）教育活動の目標と方策 

① 目 (ア)生徒が希望する進路を実現するために必要な学力の育成。 



学 

習 

指 

導 

標 (イ)未知の状況にも対応できる思考力、判断力、表現力とそれを支える基本的知識・技能及び学びに向かう

力の育成。 

方 

策 

(ア)学力向上  

Ａ 
全ての教科でアクティブ・ラーニング型学習を実践し、考察力（情報収集力、考える力、説明力）な

どの能力向上を図ります。 

Ｂ ＰＣ端末（タブレット）を活用し、楽しく分かる授業を実践し学びに向かう力を育成します。 

Ｃ 補習や個別指導等、きめ細かな指導を通じ学力向上を図ります。 

Ｄ 実験・実習時間を多く設定し、体験をとおして学ぶ機会を増やします。 

Ｅ 各教科は、持続可能な社会づくりに向けた教育のために、ＳＤＧsを取り入れた授業を実施します。 

Ｆ 適切な学校図書館の利用を推進し、読書活動の一層の推進を図ります。 

(イ) 学習支援 

Ａ 
特別な支援を含めきめ細かく、手厚い指導を通じて学力の向上とともに、適正な学習姿勢を身に付け

させます。 

Ｂ 学習する機会や校内の学習環境づくりに努め、個々の学力伸長を図ります。 

(ウ)資格取得 

Ａ 一人一検定以上を目指し、チャレンジする心を醸成します。 

Ｂ 専門教科は、積極的な資格取得に取り組みます。農業関係分野など 

Ｃ 
アグリマイスター顕彰制度や日本農業技術検定などの資格取得を目指して、専門的な知識や技術の向

上を図ります。 

(エ) 学校農業クラブ活動 

Ａ 計画的にプロジェクト学習（達成型や開発型）に取り組み、成果を発表させます。 

Ｂ 
学習の成果を各種発表会・競技会やコンクールにつなげ、生徒に成就感をもたせます。今年度から

は、ＦＦＪ検定やアグリマイスター顕彰へのチャレンジを実施します。 

(オ)読書・言語活動の充実、コンクールへの参加 

Ａ 高校生としての一般教養を身に付けさせるため、各教科･科目で計画的な図書館利用を行います 

Ｂ 
夏季休業中の読書月間には、各教科で課題図書・推薦図書等を設定して、読書活動をより一層推進し

ます。 

Ｃ 
全教科・科目において、レポート作成や作文、授業内発表の機会を作り「読む」「聞く」「書く」等

の言語能力をさらに充実させます 

Ｄ 
全教科・科目でオリンピック・パラリンピックの意義や精神・歴史などに触れ、生徒の心にオリンピ

ックのレガシーを構築させます 

(カ) その他 

Ａ 
GAPで求められる農業生産物の生産環境やHACCP等について学習させ、生徒に最新の知識や技術に触れ

させ農業科への関心を高めさせます 

(キ)「東京グローバル人材育成計画‘20」及び「東京グローバル人材育成指針」を踏まえ、基盤となる英

語力や国内外の課題を解決する創造的・論理的思考力の育成など、グローバル人材育成に関する取組 

Ａ 
基盤となる英語力の向上、創造的・論理的思考力の育成、国際理解の促進、実践的な経験の提供を目

指します。 

② 

生 

活 

指 

導 

目 

標 

(ア)基本的生活習慣の確立、規範意識（学校生活の規律を大切にする態度）の醸成 

(イ)自他の生命・人権尊重の精神（他者を尊重し、思いやりの心を大切にする）・礼節の涵養 

(ウ)危険を察知し回避する能力の育成 

(エ)学習環境の整備。生活指導部、学年、特別支援委員会との連携による生徒理解に基づく相談機能の充実 

方 

策 

(ア)基本的生活習慣の確立、規範意識（学校生活の規律を大切にする態度）、マナーの醸成に向けた、全

教職員による年間を通じた継続または指導期間の指導（登校、授業、集会、ＨＲ、職員室入室時等） 

Ａ 登校時間や提出物の期限等、時間を守る姿勢を身に付けさせます。 

Ｂ 授業や集会等の機会をとらえ礼節指導を行います。 

Ｃ 

自他を大切にする指導を計画的に行います。「いじめ総合対策【第３次】」に基づき、各学期に「い

じめチェックシート」を生徒全員に実施し一人一人の状態を把握します。生徒にＳＯＳを出せる力を

育みます 

(イ)安全指導 

Ａ ＳＮＳ等の利用についての心得を身に付けさせます。 

Ｂ 生徒を校内外における危険から守る指導を行います。 

Ｃ 
基本的生活習慣の確立は基より、登下校時のマナーをはじめとして、社会人として守るべき基本的な

ルールやマナー指導を全教職員が継続的に行い、良識ある行動ができる生徒を育成します。 

Ｄ 

自主自立の心を育み、自ら考えて行動する生徒を育成するとともに、いじめ・体罰を許さない学校と

いう認識を教職員・生徒・保護者で共有し、多様な価値観を認め合う指導を行うことで、安全・安心

な学校生活を送ることができるようにします。 

Ｅ カウンセリング相談室を活用して、校内の教育相談体制を活性化します 

(ウ)自他の生命・人権尊重の精神（他者を尊重し、思いやりの心を大切にする）に向けた指導 



Ａ 
薬物乱用防止教室やセーフティ教室を通して、自他の生命や人権を尊重する指導を推進し、豊かな心

を育み、年間３回の生徒実態調査を実施します。また、いじめの起きない環境を作ります。 

Ｂ 
全学年は、学期ごとに「いじめ未然防止に関する話（講習）」を行います 

特に１学年は、４月のオリエンテーションにおいて「いじめ未然防止に関する講習」を行います。 

Ｃ 
安全教育、特に交通安全教育を充実させ、登下校時のマナーと自転車事故防止の徹底を図ります。ま

た、ヘルメットの着用を指導します。 

Ｄ 
スクールカウンセラー等を活用した学校教育相談及び特別支援員会を活用し、生徒の支援を充実さ

せ、いじめ防止の取り組みや自殺防止対策に資する教育の推進を図ります。 

Ｅ 生徒の様子や変化に敏感に対応し、家庭との連携を密にとることで自殺防止に努めます。 

(エ)危険を察知し回避する能力の育成に向けた安全指導と注意喚起（ﾎｰﾑﾙｰﾑ担任、教員他による） 

Ａ 自助・公助・公助の在り方を学び、地域と連携した防災教育を実践します。 

Ｂ 防災活動や訓練を通じて、災害時の対応方法について学習させます。 

(オ)学習環境の整備 

Ａ 生活指導部、学年、特別支援委員会との連携による生徒理解に基づく相談機能の充実を目指します。 

(カ)情報発信への取組 

Ａ 生活指導部通信等の定期発行に努め、基本的生活習慣の確立につなげます。 

③ 

進 

路 

指 

導 

目 

標 

(ア)希望する進路実現に向けた進路指導。 

(イ)自己・職業（上級学校）理解の推進、キャリアプランニング・人間関係育成能力の育成。 

(ウ)ポートフォリオの作成【具体的内容の検討】。 

(エ)確実な公文書（調査書、推薦書）作成。 

方 

策 

(ア) ４年間を見通した計画的なキャリア教育 

Ａ 
あらゆる教育活動においてキャリア教育を推進し、自己の在り方生き方を考えさせるとともに、望ま

しい勤労観・職業観を育み、主体的に進路選択を行える生徒を育てます。 

Ｂ 
４年間を見通した学びの進路カレンダーを活用し、組織的･計画的な進路指導を行い、進学や就職な

ど、すべての生徒の希望進路の実現を目指します。 

Ｃ 低学年から計画的なキャリア教育を実施し、社会の一員としての基礎を身に付けさせます。 

Ｄ 希望進路を早い段階で明確化させ、必要となる学習内容を把握させます。 

(イ) 生徒の能力向上と生徒理解（興味・関心、能力・適性）に基づく進路指導 

Ａ 
生徒が希望する進路を実現するため、５月より小論文、面接指導を始め、進路先に応じた具体的な指

導を行います。 

Ｂ 進路実現に必要な学力等を向上させるため、放課後、休日及び長期休業中の講習を開催します。 

(ウ)進路試験対策 

Ａ 
上級学校、企業訪問を通じ、進路先が求める生徒像などへの理解を深め、生徒への的確な指導につな

げます。 

Ｂ 
進学希望者全員が専門学校や上級学校への進学を可能とするよう、早い段階から学習指導･論文指導

をはじめとする受験指導を徹底します。 

Ｃ 
就職希望者には第一希望の職場に合格できるよう、学習指導・論文指導･礼節指導をはじめとする必

要な指導を徹底します。 

Ｄ 教科横断的な連携を図り、学力向上に努めます。 

(エ)ＩＣＴ機器等を利用した履歴の記録 

Ａ ＩＣＴ機器を利用し学習、特別活動、資格取得等の記録を行います。（データの一元化） 

(オ)点検機能の充実 

Ａ 点検機能を充実させ、公文書・私文書のミスをゼロとします。 

④ 

特 

別 

活 

動 

・ 

部 

活 

動 

目 

標 

(ア)学校行事、ホームルーム活動、生徒会活動、委員会活動、部活動の活性化 

(イ)達成感、成就感の感じられる活動 

(ウ)自主性、社会性、協調性の涵養 

方 

策 

(ア)学校行事、ホームルーム活動、生徒会活動、委員会活動、部活動への積極的参加 

Ａ 様々な活動を通じ、自主性や社会性、協調性を身に付けさせます。 

Ｂ 主権者教育を通じて、社会の一員としての自覚と果たすべき役割について理解させます。 

Ｃ 
学校行事・部活動への取り組みをより充実させ、自他の個性を尊重し相互に高め合い磨き合う集団作

りを重視し、質の高い学校行事を実現すべく支援します。 

(イ)部活動の充実、競技力の向上により達成感、成就感の感じられる活動とします 

Ａ 部活動活発化に向け、生徒会掲示板を随時活用します。 

Ｂ ホームページ、Ｘ、Instagram等による日々の情報発信を行います。 

(ウ)部長会、生徒会、委員会、農業クラブを活用して自主性、社会性、協調性を涵養します 

Ａ 生徒の活動状況が分かる掲示板を設置します。 

⑤ 

募 

目 

標 

(ア)学校の取り組みに関する積極的な情報発信、安定した入学者選抜応募倍率 

(イ)地域連携活動の推進 



集 

・ 

広 

報 

(ウ)校内美化・掲示の充実 

方 

策 

(ア)ホームページ、Ｘ、Instagram等、学校パンフレットの充実、学校説明会、個別相談会、体験入学、中

学校、出前授業により、学校の積極的な情報発信を行うことにより、安定した入学者選抜応募倍率を目指

します。＜※募集活動は全日制実施日と合同＞ 

Ａ 
ホームページ、Ｘ等の更新や充実した募集活動を通じ、受検者を確保する。また、新聞メディア等を

活用した学校情報を発信して、農業教育への理解を深めます。 

Ｂ 教職員による中学校訪問を、夏季休業中に出張にて実施します（１人３校以上）。 

Ｃ 教員による企業訪問を推進して、早期の離職防止を図ることで本校の信頼向上につなげます。 

Ｄ リアルタイムに情報発信を行います。 

(イ)地場産業界・自治体との地域連携活動を推進します 

(ウ)美化活動、掲示活動を充実させ、来校者に本校の教育への理解を深めることに加え好印象を与えます 

⑥ 

健 

康 

促 

進 

目 

標 

(ア)健康管理、保健教育の充実。 

(イ)美化活動、環境整備の推進。 

(ウ)的確な（必要に応じた）教育的支援の実施。 

(エ)体力向上。 

(オ)感染症の対応。 

方 

策 

(ア) 生徒状況の把握と病気・怪我への迅速な対応。外部講師・掲示を活用した保健教育 

Ａ 
生徒の健康安全について、全教職員による研修・指導協力体制を一層確立し、心身の健康づくりと早

期ケアを充実させます。 

Ｂ 
スクールカウンセラー事業を有効に活用し、研修等を通じて学校全体の相談体制・カウンセリング能

力のレベルアップを図ります。 

Ｃ 
カウンセリング相談室を活用して、多様な生徒の「心と体」の悩みに対して迅速に対応するために、

校内の教育相談体制を活性化します。 

Ｄ 高校生の意識調査を実施して、その結果を生徒指導に反映させ生命に係る事故の防止を図ります。 

Ｅ 部活動においては、週に１日の休養日を設け、学校生活を充実させるよう指導を徹底します。 

(イ)清掃用具などの整備、清掃指導、美化活動、環境教育の充実により教育環境の整備を含め、生徒の健

康安全を図ります 

(ウ)合理的配慮の把握と支援方法の工夫。ＳＣ・外部機関との連携。教職員との共通理解推進 

Ａ 
研修の実施により発達障害に関する知識理解を全教職員が意識し、特別支援教育を推進し、個別案件

に対して適切な対応をとる体制作りを行います。 

Ｂ 通級による指導体制を、学年及び各分掌と連携を図り組織的に行います。 

(エ) 「TOKYOACTIVE PLAN for students」（令和４年３月策定）（総合的な子供の基礎体力向上方策（第

４次推進計画））を参考にした生徒の体力向上への取組 

Ａ 
体力テストは、その意義や目的を理解させた上で、年間指導計画に位置付けて実施します。また、結

果の分析･評価を行い「基礎体力の補強運動」等を通して体力・運動能力の向上を図ります。 

(オ)感染症（コロナ、インフルエンザ）等の対応 

Ａ 日々の健康観察入力や校内啓発資料、換気などを適宜行い、安全面への環境整備を継続します。 

(カ)自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱に基づく生徒の自殺対策に資する教育の推進 

Ａ 
命の大切さ・尊さの教育、SOSの出し方の指導、精神疾患への理解促進、そして、学校と地域の連携

を実施します。 

Ｂ カウンセリング体制の充実、メンタルヘルス教育の推進、ストレス管理の指導などを行います。 

⑦ 

学 

校 

経 

営 

目 

標 

(ア)教職員の資質向上、組織力（校内（教職員）、同窓会、地域）の強化。 

(イ)経営企画室の経営参画、施設設備の整備。 

(ウ)ライフ・ワーク・バランスの実現。 

(エ)服務事故０。 

方 

策 

(ア)学校経営の充実 

Ａ 教育課程を適切に実施します。 

Ｂ 長期休業中の補習・補講などを充実させ、生徒の探求心を向上させ、学習への意欲を高めさせます。 

Ｃ 
服務事故防止研修の実施から、体罰・不適切な指導の撲滅、電子・紙情報等の個人情報管理を徹底し

ます。 

Ｄ 
「環境教育実践宣言校」として、環境保全意識の高揚を図ります。また、ＳＤＧｓ17の目標169のタ

ーゲットを意識して活動します。 

Ｅ 公費・私費会計等の適正な会計処理を行います。 

Ｆ 農薬・薬品等の管理簿を整え、適正な管理を徹底するとともに生産品の処理を適切に行います。 

Ｇ 農場経営の長期計画に基づき、計画的に農場の近代化を図ります。 

Ｈ 情報資産の共有化や校務のIoT化を図り、業務の縮減に組織及び個人として取り組みます。 

(イ)ＯＪＴ・ＯｆｆＪＴ、自己研鑽、同窓会との連携強化 

Ａ 
常に教職員のベクトルを揃えることを目指して、企画調整会議・各分掌部会・学年会教科回答での積

極的な意見交換ができるように環境を整備します。 



Ｂ 外部団体との協力体制を強化します。 

(ウ)経営企画室・教員の連携、計画・効率的な予算執行、施設・設備の点検・共有化と整備・改修 

Ａ 
経営企画室は、経営目標を見据えた学校予算の編成と適正な事務執行を行うとともに、企画型・経営

参画型の経営企画室運営を目指していきます。 

(エ)業務把握・削減・分担、意識改革、明るい職場 

Ａ 管理職は、ライフ・ワーク・バランスを意識して業務の効率化、残業時間の削減等に取り組みます。 

Ｂ 仕事の効率化を図るために、最大限のＰＣミニマムスキルを活用します。(Teamsなどの活用を含む) 

Ｃ 管理職は、何でも言い合える明るい職場風土の形成に努めていきます。 

(オ)計画・継続的研修、教職員のコンプライアンス意識の醸成、組織的点検の実施 

Ａ 服務事故０を目指し、研修を実施するとともに教職員一人一人は意識向上に努めます。 

⑧ 

地 

域 

貢 

献 

活 

動 

目 

標 

(ア)地域と学校との互助関係の構築。 

(イ)地域から愛され誇りに思われる学校。 

方 

策 

(ア)地域産業界・自治体・他校種との連携と充実。 

Ａ 自治体や各種団体等との連携活動を通じて、生徒に社会の一員としての意識を高めさせます。 

Ｂ 小中学校をはじめ、地域との連携活動を通じて地域に貢献します。 

Ｃ 部活動やボランティア活動等を積極的に行い、地域と連携し生徒の活躍の場を広げます。 

Ｄ 専門教育の特色を生かした地域連携の充実を図ります。 

(イ)地域行事への参加、ボランティア・町内装飾活動 

Ａ 
高齢者施設や保育園等の施設訪問やボランティア活動、地域行事への参加等の奉仕的活動を通して、

地域との交流を図り地域貢献への意識を高めます。 

Ｂ 
校内草花装飾、高齢者施設への実習等、実習やボランティア活動、地域行事における生産品販売に取

り組みます。 

Ｃ 
積極的に地域行事へ参加して、本校の教育内容を広く知らせるとともに、年間を通じて地域との連携

に努めます。 

（２）重点目標と方策 

① 

学 

習 

指 

導 

方 

策 

(ア) 授業力向上、授業改善、ＳＤＧs、ＡＬ・ＵＤＬの視点を取り入れた授業の実施 

Ａ 
アクティブ・ラーニング型の授業により、言語能力（読解力、論述力、聴く力、質問力、発表力）を

高めるとともに考察力の向上を図る授業を展開します。 

Ｂ 
全ての教員は、ＩＣＴ機器の特色を生かした教材と主体的・対話的で深い学びにより「分かる授業」

の展開を図ります。また、タブレットを活用した授業に取り組みます。 

Ｃ 地域や産業界の実態を基に学習させるため、外部講師による講演や授業を計画的に取り入れます。 

Ｄ 
確かな学力（基礎基本、思考力・判断力・表現力、学ぶ意欲）を育成する授業を研究し、全教員が授

業改善に努めます。 

Ｅ 各教科は、ＳＤＧs１７項目持続可能な開発目標を選択して、各学期１回以上の授業を実施します。 

Ｆ 
ＡＬ・ＵＤＬの視点を取り入れた授業を全教員が３回以上実践し、主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた指導と評価の改善に向けた研究を行います。 

(イ)学習支援 

Ａ 生徒理解に努め、一人一人に適した学習法を実践し、学ぶ楽しさを感じさせます。 

Ｂ 

放課後、長期休業日等を活用した授業や補習、オンラインを活用した個別指導を通じ学力の向上を図

り、進路実現につなげます。また、特別講習（10講座以上）を開講します。専門教科においては、生

徒の興味・関心を高める工夫をして必要とする専門的能力を向上させます。 

Ｃ 教科会を充実させ、教科としての組織的指導力を高め、基礎学力・技能を身に付けさせます。 

Ｄ 
授業力向上のため、指導教諭・教員相互の授業参観（他教科を含む）を、年３回以上必須として取り

組みます。 

Ｅ 
生徒による授業評価を実施し、全教員が生徒による授業評価、小テスト、定期考査を活用し授業改善

を図るとともに、改善策を生徒にフィードバックします。 

Ｆ Microsoft Teamsを活用した新たな学習の展開を行います。 

(ウ) 資格取得等 

Ａ 
日本農業技術検定３級は、合格率85％以上を目標とします。また、漢字検定、英語検定等をはじめ資

格検定の受検を推奨し、合格数10件を目標とします。 

Ｂ 
TOKYO2020オリンピック・パラリンピックレガシーとしてGAPを学習します。また、HACCPの手法を取

り入れた食品製造を実施します。 

(エ) 日本学校農業クラブ活動 

Ａ 農業鑑定競技会では、全国大会優秀賞を目指します。 

Ｂ 卒業までにＦＦＪ検定初級を全員に取得させるよう指導を積み重ね、合格者の輩出を目指します。 

(オ)授業外の学習（補習・講習、プロジェクト・家庭学習）・資格取得の奨励、反復学習の実施 

Ａ 授業外の学習を前提とした授業を組み立て、自学自習の態度を育成します。 

Ｂ 
組織的な補習・補講体制の確立として、長期休業日中に学力向上のための講座を10講座以上、延べ40

名以上の受講者を目指します。 



Ｃ 
農場をはじめとする実習施設の管理を徹底して、放課後等生徒の活動の場を増やすとともに農業クラ

ブ活動を推進し、プロジェクト学習に取り組ませます。 

Ｄ 農業科教育では、経営感覚を高めるとともに６次産業化教育を学びます。 

Ｅ 中高校生がもつべき基礎知識の反復指導により、学力の定着と考える力・創造する力を育みます。 

(カ)読書・言語活動の充実、コンクールへの参加 

Ａ 読書活動を充実させ、本を読む習慣付けを行います。 

Ｂ すべての科目において、読む・聞く・書く等の言語活動を充実させます。 

Ｃ 音読や長文読解、作文（800字程度）、発表等の機会を設定し論理的に考える力を付けさせます。 

Ｄ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの機会を与え、分かりやすく伝えるための発表の仕方と話し方を身に付けさせます。 

Ｅ 
資格・検定の受検や教科に関連した各種競技会やコンクール等への参加を推進し、達成感・成就感を

与え学習への意欲を高めさせます。 

(ク)「東京グローバル人材育成計画‘20」及び「東京グローバル人材育成指針」を踏まえ、基盤となる英

語力や国内外の課題を解決する創造的・論理的思考力の育成など、グローバル人材育成に関する取組 

Ａ 
英語を使いこなす能力を高めさせるために、単語帳など活用するなどして毎日少しずつ覚える習慣を

つけさせます。 

Ｂ 
様々な場面において、国内外の課題を解決するための創造的かつ論理的な思考力を養います。さら

に、国際理解の促進として、異文化理解を深め国際社会での協力関係を築く視野を広げさせます。 

② 

生 

活 

指 

導 

方 

策 

 

(ア)基本的生活習慣の確立、規範意識（学校生活の規律を大切にする態度）、マナーの醸成に向けた、全

教職員による年間を通じた継続または指導期間の指導（登校、授業、集会、ＨＲ、職員室入室時等） 

Ａ 
登校時の遅刻数は、クラス１日あたり1.0人未満を目指し、その達成に向け個別指導を充実します。

また、中途退学者０％を目指します。 

Ｂ 礼節指導を通じ、自律への意識を高めます(始業式・終業式・修了式等)。 

Ｃ 
ＳＮＳの利用方法を含め、人権尊重意識の高揚の講演会を実施していじめ防止を図ります。またＳＯ

Ｓの出し方に関する教育を推進します。 

Ｄ 無遅刻・無欠席に向けた指導を全教員で実施します。 

Ｅ 
あらゆる場面（登校時、定期考査時、始業・終業・修了式時、集会時、職員室入室時、廊下ですれ違

い時等）で挨拶・マナー・身だしなみ指導を全教職員で行います。 

Ｆ 
授業準備、チャイム着席、授業規律を全教職員で徹底します。そのために「ﾁｬｲﾑで始まり」「ﾁｬｲﾑで

終わる」授業を実践します。 

Ｇ 教職員は、授業等で教室移動があることから、ＳＤＧsの観点により節電を促す指導を行います。 

Ｈ 
カウンセリング相談室を活用して、多様な生徒の「心と体」の悩みに対して迅速に対応するために、

校内の教育相談体制を活性化します。 

(イ)自他の生命・人権尊重の精神（他者を尊重し、思いやりの心を大切にする）に向けた指導 

Ａ 相手の立場を踏まえた適切なコミュニケーション（言葉遣い・態度）ができるよう指導します。 

Ｂ 教員の体罰等不適切な指導を根絶し、教員・生徒に暴力、暴言を否定する心を醸成します。 

Ｃ 
いじめ総合対策に基づき、いじめや迷惑行為の早期発見・解決に努め、安心できる環境を実現しま

す。 

Ｄ 
LINE、SNS等による誹謗中傷、いじめ嫌がらせ防止の指導を行います。また、ホームルームにて、パ

ワーポイントを活用した「いじめ防止ガイダンス」を実施します。 

Ｅ 自殺総合対策大綱に基づき、自殺対策に資する教育を推進します。 

Ｆ ＳＯＳの出し方に関する教育、心の健康の保持に係る教育を推進します。 

(ウ)危険を察知し回避する能力の育成に向けた安全指導と注意喚起（ﾎｰﾑﾙｰﾑ担任、専科教員他による） 

Ａ 薬物、交通事故、特殊詐欺等についてセーフティ教室等を通じ自らを守る指導を行います。 

Ｂ 防災訓練等を通じて、自助、共助への意識を高めさせるとともに危機管理意識を醸成します。 

Ｃ 避難・防災訓練を通して、災害安全、自助・共助の能力と態度を育みます。 

Ｄ 
私物の管理意識を向上させ、物品紛失をさせない指導を行います。個人ロッカー施錠の徹底（ロッカ

ーの施錠率100％）に努めます。 

Ｅ 
自転車通学時におけるヘルメット着用の指導を行います。また、安全教育、特に交通安全教育を充実

させ、登下校時のマナーと自転車事故防止の徹底を図ります。 

Ｆ 
自転車事故・防止、薬物乱用防止、特殊詐欺の被害・加害防止等の健全・安全指導を実施して、事

件・事故防止に努めます。 

(エ)学習環境の整備 

生活指導部、学年、特別支援委員会との連携による生徒理解に基づく相談機能の充実 

Ａ 環境教育の実践指導として、大掃除における清掃活動指導の継続を図ります。 

Ｂ 学年・各分掌・専科の教員・ＳＣの連携を図り、組織として課題解決に当たります。 

Ｃ 学校不適応や問題行動による中途退学者を出さない指導を徹底します。 

(オ)情報発信への取組 

Ａ 
生活指導部だより（夏・冬・春）等の定期発行に努め、基本的生活習慣の確立につなげるとともに、

定期考査前の部活動連絡やその他の情報を発信します。 



③ 

進 

路 

指 

導 

方 

策 

(ア)４年間を見通した計画的なキャリア教育 

キャリア教育 

Ａ 
生徒一人一人の適性や希望に合わせた進路指導を徹底し、進路ガイダンス、進路相談、応募用紙作

成、インターンシップを推進します。 

Ｂ 農業関連の産業現場見学・実習等の機会を通じて、生徒の進路意識を向上させます。 

Ｃ 
全教育活動において、キャリア教育を推進し、自己の在り方生き方を考えさせるとともに、望ましい

勤労観・職業観を育みます。 

Ｄ 
進路指導部と学年が緊密に連携し、各学年に応じたキャリア教育・進路指導を計画的に実施し生徒が

希望する進路を実現させます。そのために、進路だよりを配布して進路意識を涵養させます。 

Ｅ 校内での説明会・進路ガイダンスを計画的に実施します。その内容を進路だよりに掲載します。 

進路情報収集・提供 

Ａ 進路ガイダンス、掲示・配布物、面談をとおして、生徒が必要とする進路情報を提供します。 

Ｂ 教員による上級学校、企業訪問を確実に実施して、進路先の求める生徒像を把握します。 

Ｃ 高大連携、地域の授業関連施設や産業現場の見学・実習等をとおして、生徒の進路意識を高めます。 

進路試験対策 

Ａ 
生徒一人一人の適性や希望に合わせた進路指導を徹底します。また進路決定率100％、第一志望決定

率進学90％以上、就職70％以上を目指します。 

Ｂ 農業及び農業関連産業への進路選択者を増加させます。 

Ｃ 
基礎学力向上について学校全体で取り組み、３年生までは学力向上、４年生は生徒一人一人の進路希

望に対応した組織的な指導を推進します。 

Ｄ 
進学及び就職希望者には、第一希望に合格できるよう、学習指導・論文指導・礼節指導をはじめとす

る必要な指導を徹底します。 

(イ)生徒理解（興味・関心、能力・適性）に基づく進路指導 

Ａ 
１学年からの生徒一人一人の適性や希望に合わせた進路指導を徹底し、生徒全員の進路先が決定する

ことを目指します。 

Ｂ 
適性検査、二者面談及び学年・専科との情報共有を行い、生徒の適性に合った100％の進路決定を目

指します。 

Ｃ 
１年から３学年までは、三者面談を年間１回以上設定して全保護者との連絡を密に行い、保護者の同

意が得られる進路決定を目指します。 

Ｄ 複数の企業見学や生徒の就職先への企業訪問を実施して、離職率を低減します。 

Ｅ 企業訪問を全教員で実施し、就職先の新規開拓を行います。 

Ｆ 
安易なフリーアルバイター希望者、進学希望者に対してライフプラン指導を徹底し、就職や大学・短

大に目を向けさせ、自己の確かな将来を考えさせます。 

(ウ)ＩＣＴ機器等を利用した履歴の記録 

Ａ 学習、特別活動の記録をデジタルデータとして蓄積します（各学科の資格取得データの一元化）。 

(エ)点検機能の充実 

Ａ 調査書、履歴書、推薦書の点検を確実に行います。(※学年⇒進路指導部⇒教務部⇒管理職の順) 

④ 

特 

別 

活 

動 

・ 

部 

活 

動 

方 

策 

 

(ア)学校行事、ホームルーム活動、生徒会活動、委員会活動、部活動への積極的参加 

Ａ 全教育活動（行事、ＨＲ、部活動等）をとおして、自主性や社会性、協調性を養う指導を行います。 

Ｂ コンクールや発表・競技会等に積極的に挑戦させ、学習や生活への意欲を高めさせます。 

Ｃ 各専門学科は、学科で取り組む研究課題を樹立し、課題研究や競技会等と連動させます。 

Ｄ 
部活動指導では、生徒・保護者に指導方針、年間指導計画（非活動日）等を明示して活動への理解を

求めます。 

Ｅ 生徒に部活動への参加を促して、加入率を向上させます。 

Ｆ 学年や全校集会の機会を積極的に活用し、集団行動・集会態度の基礎を身に付けさせます。 

(イ)活動の充実、競技力の向上 

Ａ 活動を充実させ競技力を向上させ生徒に達成感や充実感を与えます。 

(ウ)部長会、生徒会、委員会、農業クラブ役員の活用 

Ａ 部長会、生徒会、委員会、農業クラブでは生徒の自立的な運営を目指します。 

(エ)その他 

Ａ 主権者教育を通じて、責任と義務について理解させます。 

Ｂ 日本点字図書館との交流、近隣小学校などの交流を推進します。 

Ｃ 

東京都教育ビジョン（第５次）（令和６年３月策定）、「未来の東京」戦略（令和３年３月策定）及

び「東京都学校教育情報化推進計画」（令和６年３月策定）等に基づくデジタル技術を活用した教育

を推進します。特にTeamsを活用したオンライン授業の工夫に努めます。 

⑤ 

募 

方 

策 

(ア)ホームページ・学校パンフレットの充実、学校説明会、体験入学、中学校訪問、出前授業 

＜※募集活動は全日制実施日と合同＞ 



集 

・ 

広 

報 

活 

動 

 

Ａ 

ホームページ及びＸ・インスタグラムの更新計画を作成します。各学科・分掌が更新計画に基づき主

体的な更新を行うとともに、外部への発信を積極的に行い本校の特色を広報します。各更新回数は、

週１回のアップロードを目標とします。 

Ｂ YouTubeに紹介動画を１本以上アップロードできるよう目指します。 

Ｃ 教職員による出身中学校訪問を実施し、第一次募集倍率を向上させます。 

Ｄ 全教育活動の状況を、ＨＰやＸ等で紹介するとともに学校生産品をとおして情報発信します。 

Ｅ 
体験入学、学校説明会、学校見学会、地域連携事業を積極的に行い、本校への理解を深めミスマッチ

をなくします。 

Ｆ 

8月には全教職員出張による中学校訪問（30校以上）を実施するとともに、塾訪問、体験入学、学校

説明会、個別相談会等を計画的に行い、本校への理解を深めながら、安定した応募者数の確保と第一

次募集における応募倍率の確保を図ります。 

(イ)地場産業界・自治体との連携、公開講座 

Ａ 農業の専門教育を生かした講座、中学生及び地域住民対象の体験実習等を実施します。 

Ｂ 本校の教育活動をマスコミ等で取り上げてもらう活動を推進します。 

Ｃ 農場部は、授業と関連付けた販売所の活用方法を検討して実践します。 

(ウ)美化活動、掲示活動 

Ａ 校内、農場の美化に努め、来校者に好印象を与えます。 

Ｂ 教育資産に表示を付け、学校施設や教育内容の「見える化」を促進します。 

Ｃ 学習内容や学習成果を校内外に掲示して、教育活動への理解を深めます。 

⑥ 

健 

康 

促 

進 

方 

策 

 

(ア)生徒状況の把握と病気・怪我への迅速な対応。外部講師・掲示を活用した保健教育 

Ａ 生徒状況を個別指導計画等で把握して、教育支援を継続して行います。 

Ｂ 全教員に「気になる生徒」の調査を実施し、特別支援教育の更なる充実を図ります。 

Ｃ 
教育相談活動の充実と教育支援委員会（15回程度）、特別支援コーディネーター、スクールカウンセ

ラーとの連携を深め、生徒が安心して学校生活できる環境づくりに努めます。 

Ｄ 「高校生の意識調査」を長期休業後の早い時期に実施し生徒の状況を把握します。 

Ｅ 保健室来室者の生徒状況の把握と病気・怪我への迅速な対応をします。 

Ｆ 外部講師を招聘し、保健講話を実施します。 

Ｇ 保健だよりを校内掲示やホームページに掲載して、保健教育を推進します。 

(イ)清掃用具等の整備、清掃指導、美化活動、環境教育の充実 

Ａ 定期的に点検し清掃用具を整備します。 

Ｂ 快適な学習環境を維持するために清掃活動を徹底します。 

Ｃ ゴミの分別・減量に努め環境教育を推進します。 

(ウ)合理的配慮の把握と支援の工夫（ＳＣ・外部機関との連携、共通理解推進及び研修の実施） 

Ａ 
特別支援委員会、ＳＣを活用し、特別な支援を必要とする生徒の情報を管理・活用し、生徒の指導・

育成に生かします。 

Ｂ 
特別支援委員会で支援を必要とする生徒の情報を共有して、生徒が安心して過ごせるように支援しま

す。また、継続的な「特別支援教育推進だより」の発行と内容の充実を目指します。 

Ｃ 
生徒理解に関わる校内研修を定期的に開催し、生徒理解の推進と教員のカウンセリング能力を高め、

相談体制の充実を図ります。 

Ｄ 合理的配慮に対する理解を推進し、継続的に生徒、保護者、教員を支援します。 

Ｅ 生徒理解を積極的に行い、一人一人の生徒に合った指導や支援態勢を組み立てます。 

(エ) 「TOKYOACTIVE PLAN for students」（令和４年３月策定） （総合的な子供の基礎体力向上方策

（第４次推進計画））を参考にした生徒の体力向上への取組 

Ａ 運動の重要性を伝える指導を学校全体で取り組み、運動の機会を増やして体力向上を推進します。 

Ｂ (エ)を踏まえ、体力向上を目的とする授業、部活動、学校行事に積極的に参加する態度を養います。 

Ｃ 
学校保健計画に基づき、健康診断、保健講演会、健康相談、学校保健委員会等に加え日常の運動の重

要性の指導を通し体力向上を図り、生徒の心と身体の健康づくりを行います。 

(オ) 感染症（コロナ、インフルエンザ）等の対応 

Ａ 保健部をはじめ全教職員は、都のガイドラインを踏まえ組織的な対策を講じます。 

Ｂ 
学校は、生徒の安全を第一に考え、感染対策の詳細はその都度発出されるガイドラインを準拠しま

す。また、速やかに保護者宛て通知を発出します。 

(カ)自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱に基づく生徒の自殺対策に資する教育の推進 

Ａ 生徒に命の大切さを教え、自殺予防の意識を高める教育を行います。 

Ｂ 
SOSの出し方の指導として、困ったときに助けを求める方法を教え、生徒が適切に支援を受けられる

ようにします。 

Ｃ 精神疾患への理解促進として正しい知識を提供し、適切な対応方法を学びます。 

Ｄ 学校と地域の支援者が連携し、生徒の自殺予防に取り組む体制を整備します。 



Ｅ 

カウンセリング体制の充実として、学校内に専門のカウンセラーを２名配置(週２日)し、生徒が気軽

に相談できる体制を整備します。また、メンタルヘルス教育の推進として、生徒に対してメンタルヘ

ルスに関する教育を行い、自己管理能力を高めます。 

⑦ 
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策 

 

(ア)ＯＪＴ・ＯｆｆＪＴ、自己研鑽、同窓会との連携強化 

Ａ 
授業の質を高めるため、各教科の教員による研究授業と相互授業参観を実施します。また、生徒によ

る授業評価を実施して、それを活用した研修や課題別研修を実施します。 

Ｂ 生徒の自宅学習時間を30分以上／日となるよう、各教科バランスよく課題を出題します。 

Ｃ 省エネルギー、節水等の環境保全や美化活動を実践します。 

Ｄ 
私費会計の計画的執行を徹底すると共に計画的な予算執行を行い、自律経営予算の執行率98％以上を

目指します。 

Ｅ 適正な薬品・農薬の保管管理をするとともに、使用簿を充実させます。 

Ｆ 農場整備を計画的に行い、特色ある農場とします。 

Ｇ ＩＣＴ機器を活用したアンケートや欠席連絡等の集計により、教職員の負担を軽減します。 

Ｈ 同窓会との連携を深め、在校生支援の方策を活用して生徒の学習環境の整備に当たります。 

Ｉ 無断欠席や早退・授業の中抜けがあった場合は、保護者への連絡を行い本人への指導を行います。 

(イ)経営企画室・教員の連携、計画・効率的な予算執行、施設・設備の点検・共有化と整備・改修 

Ａ 消耗品、施設・備品の共有化を図り、予算の効率的な執行に努めます。 

Ｂ 実験実習の施設・設備の効率的な利用に努め稼働率を上げます。 

Ｃ 経営企画室の経営参画を推進し、経営参画型経営企画室の実現を図ります。 

Ｄ 備品をはじめとする物品管理を徹底し、使用率を高め学校予算を適正執行します。 

Ｅ 安全のための施設設備及び学校運営の改善を図ります。 

Ｆ 経営参画ガイドラインを策定し、経営企画室の経営参画を推進します。 

Ｇ 
行政系職員と教員とが協力して行政の視点で取り組み、教員との連携を進め、経営参画ガイドライン

のステップ２を完成します。 

Ｈ 学校徴収金の適正な管理を行います。 

Ｉ 
施設・設備の整備を促進し、教育の充実を図るとともに圃場の整理・整頓・整備に心がけ、専門教育

の充実を図ります。 

(ウ)業務把握・削減・分担、意識改革、明るい職場 

Ａ ＩＣＴ計画を通して、校内ネットワークや情報共有と情報管理を推進します。 

Ｂ 
Microsoft Teams、タイムスメール・パワーポイント等を活用して、業務の効率化を図ります。 

操作に向けた計画的な校内研修会を３回実施します。 

Ｃ 教職員の情報の共有化を図り、連携や連帯意識を醸成します。 

Ｄ 学校における働き方改革推進プランに基づき、ライフ・ワーク・バランス対策を推進します。 

Ｅ 企画調整会議や各種委員会の連携のもと、情報を共有化し円滑な学校運営を実現します。 

Ｆ 

年度当初に管理職が適正なイクボス宣言を行い、職場の主要な場所に掲示して教職員全体の「働き方

改革」に対する意識向上を図ります。また、「部活動ガイドライン」に従い、活動・指導時間の適正

な管理に努めます。 

Ｇ 定時外在校時間及びその要因となる業務の内容を把握します。 

Ｈ 

産業医と連携して、前年度の定時外在校時間が多い教員やストレスチェックで課題のあった教員と面

談し、業務縮減や心身の健康維持に対する具体策について指導・助言します。また、原因に応じて、

校内の協力体制を強化するよう全教職員に働きかけます。 

(エ)計画・継続的研修、教職員のコンプライアンス意識の醸成、組織的点検の実施 

Ａ 個人情報の管理体制をさらに強化し、事故防止に努めます。 

(オ)その他 

Ａ 各教科・学科を通じて教育の特色化を行い、本校の独自性と知名度を高めます。 

Ｂ 安全で安心な生産品の製造・加工に取り組み、本校の信頼を高めます。 

Ｃ 地域の警戒区域等を踏まえた防災対策や防犯対策を推進します。 
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(ア)地域産業界・自治体・他校種との連携 

Ａ 
本校の専門教育の特色を、地域に広く提供し貢献活動を推進して本校への理解を高めます。また、生

徒を様々な連携事業や行事に参加させ、体験や経験をとおして人間的成長を促します。 

Ｂ 農福連携等、地域連携を積極的に行います。㈳杉並産業振興運営協会２回、上井草結いの会２回。 

Ｃ 
本校の高い専門性を活用して地場産業界・自治体との連携を図り、地域の専門高校として地域の発

展・本校の活性化を図る地場産業の発展に寄与します。 

Ｄ 専門教育の特色を地域に提供し、本校への理解を深める。 

Ｅ 生徒の体験学習、インターンシップ、ボランティア活動等を積極的に推進します。 

(イ)地域行事への参加、ボランティア・町内装飾活動 

Ａ 地域の各種行事や催し物への積極的な参加により、学校の信頼を高めます。 

Ｂ ｢人間と社会｣、各学科の専門性を生かした、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域貢献活動、町内美化活動を実践します。 

Ｃ 防災活動支援隊は、地域貢献活動として地域防災訓練等に参加（連携）します。 



 

４ 令和８年度の数値目標 
 項目 今年度の数値目標 ６年度（実績） ７年度（実績） 

（１） 学習活動 

① 生徒の授業満足度 （80％以上） 67％ 80％ 

② 原級留置者 各学年（0.2％以下） 0％ 0％ 

③ 各種資格・検定合格者（生徒数以上） 12名 9名 

（２） 生徒指導 
① １日１クラス当たりの遅刻者数(1.0名未満) 1.0名 1.2名 

② 中途退学者率（0.0％以下） 15.7％ 0％ 

（３） 進路指導 ①  卒業時進路決定率（95％以上） 100％ 100％ 

（４） 募集対策 
① 中学校訪問（教職員１人３校以上） 18校 103校 

② 見学会、説明会来場者（30名以上） 30名 45名 

（５） 
教育活動
の充実 

①  保護者の学校満足度（80％以上） 100％ 100％ 

②  各種校内研修（８回以上） ６回 ６回 

 


